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重要事項説明書 

当事業所はご契約者様に対して指定（通所介護事業所）通所介護サービス、介護予防・日常生活支援総合事業（第

一号通所事業）（以下「サービス」という。）を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上

ご注意いただきたいことを次の通りに説明します。 

 

1． 事業者 

（1）法 人 名   株式会社 SHARE 

（2）法人所在地   北海道札幌市中央区南十条西十四丁目１番５号 

（3）電話番号    ０１１－５９６－０２１５ 

（4）代表者氏名   代表取締役 佐伯 輝明 

（5）設立年月日   平成２３年 2 月１５日 

 

2． 事業所の概要 

（1）事業所の種類  指定通所介護事業所 

           介護予防・日常生活支援総合事業（第一号通所事業） 

（2）事業所の目的  機能訓練（リハビリ）に特化した活動プログラムにより、介護度の軽減や日常生活動作 

           の向上を図り、健康感を高めます。さらにコミュニケーションの場としていきいきとし 

           た生活をもたらすことを目的とします。 

（3）事業所の名称  短時間デイサービス スマートライフ reha ／石山・真駒内 

（4）事業所の所在地 ホームページ内各店所在地参照 

（6）電話番号    ホームページ内各店お問い合わせ電話番号参照 

（7）当事業所の運営方針 

  １．ご契約者様に外出の機会を提供し、社会的孤立感の解消を図ります。 

  ２．ご家族の介護負担の軽減を図ります。 

  ３．機能訓練や地上生活動作訓練を重視し、個別の機能訓練プログラムを提供します。 

（8）利用定員    １単位目：２５名 ２単位目：２５名  

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（1）通常の事業の実施地域   

指定地域密着型通所介護事業 

事業所へお問い合わせください  

   介護予防・日常生活支援（第一号通所事業） 

事業所へお問い合わせください 

 

（2）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日  ※祝日営業 

（土曜日・日曜日・年末年始（１２月３１日～１月３日まで）を除く） 

営業時間 月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分 

サービス 

提供時間 

月曜日～金曜日 ※祝日含む 

１単位目 9 時００分～１２時００分   ２単位目 １３時３０分～１６時３０分 

 



４．職員の配置状況 

  当事業所では、ご契約者様に対してサービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。 

  ＜主な職員の配置状況＞ 

  平日（１・２単位） 

職種 職務内容 員数（人） 

管理者 管理者は、事業所の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも

介護サービスの提供にあたり、かつ介護サービスの利用の申し込みに係る

調整、地域密着型通所介護計画(介護予防通所介護計画)の作成を行う。 

１人 

生活相談員 生活相談員は、他の従業者に対する助言及び技術指導を行い、他の従業者

と協力して通所介護計画等の作成の補助、居宅介護支援事業所（地域包括

支援センター）及び家族との連絡調整を行う。 

１人以上 

介護職員 介護職員は、サービスの提供を行う。 ３人以上 

機能訓練指導員 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練指導、助言を行う。 

２人以上 

看護職員 看護職員は、サービスの提供にあたり、利用者の健康管理、相談・助言を

行う。 

２人以上 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

※ご契約者様の栄養面等の相談・助言が行えるよう管理栄養士の配置を行っています。 

※常勤換算：職員ぞれぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数 

（例：週４０時間）で除した数です。 

 

５．当事業所が提供するサービス内容と利用料金 

（1）利用料金が介護保険から給付される場合 

（2）利用料金の全額を御契約者様にご負担いただく場合 

（1） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参考） 

当事業所が提供するサービス内容を次の通りとし、利用料金は別紙（料金表）の通りとなります。 

＜サービスの概要＞ 

  【共通サービス】 

   ・生活指導（相談援助等） 

   ・機能訓練（日常動作訓練） 

   ・健康状態の確認 

   ・送迎 

・その他利用者に対する便宜の提供 

  【加算対象サービス】 

   ・加算対象サービスについては、ご利用するサービスの種類や実施内容によってご契約者様毎に異なり 

    ます。居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書（以下「計画書」という。）に沿い、事業 

    所とご契約者様で協議したうえで通所介護計画または個別サービス計画に定めます。 

   ・自己負担分：利用者負担割合による 

※ご契約者様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い 

頂きます。要介護認定または事業対象者の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い 

戻されます。（償還払い） 

また、計画書が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者様が 



保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付いたします。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者様の負担額を変更 

いたします。 

（2） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照） 

以下は、利用料金・その他費用額がご契約者様の負担となります。 

  ＜概要と利用料金＞ 

サービス 内容 

特別行事（レクリエーション） 

 事業所の企画で特別行事（レクリエーション）を実施する場合があります。その場合はご

契約者様のご希望や心身の状態を考慮し、提案させていただきます。 

 

実費相当額 

日常生活上必要となる諸費費用 

 日常生活用品の購入代金等、ご契約者様の日常生活に要する費用で、ご契約者様に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

 

実費相当額 

※経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、

事前に変更の内容と変更する事由についてご説明します。 

 

 （3） 利用料金のお支払方法（契約書第６条参照） 

     前記（1）、（2）の料金・費用は、1 か月毎に計算し、ご請求します。利用料金のお支払いは、店舗各状

況により現金支払い・口座引き落としとなりますが、口座引き落としの場合、口座引き落とし手続きが

完了するまでの間は、翌月１０日までに生活相談員までお支払いください。（１か月に満たない期間の

サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

（4） 利用の中止、変更、追加（契約書第 7 条参照） 

     利用予定日の前に、ご契約者様の都合によりサービスの利用を中止、変更、または新たなサービスの 

    利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てくだ 

    さい。サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者様のご希望 

    する期間にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者様にご提示して協議します。 

また、ご契約者様の都合による欠席が２か月間に及ぶ場合は、事業所の稼働状況により、他の利用 

可能日時へ変更する場合があります。ご契約者様の都合による欠席が３か月以上に及ぶ場合は、 

契約解除対象となりますので、ご了承ください。 

 

 

６．緊急時及び非常災害対策 

   （1）緊急時における対応方法 

      当事業所におけるサービス実施中に、ご契約者様の身体に急変、その他緊急事態が生じた場合は、 

      速やかに管理者及び主治医に報告し、その指示に従って適切に対応いたします。 

（2）非常災害対策 

   ・当事業所は常に災害事故防止とご契約者様の安全確保に努めます。 

   ・当事業所は防火管理者を選任し、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検いたします。 

   ・当事業所は非常災害に関する具体的な計画を立て、計画に基づき、毎年２回以上、避難及び救出 

   その他必要な訓練を行います。 

 

 



７．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

  （1）当事業所における苦情の受付 

     当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

     ◎苦情受付窓口（担当者） 

      担当者；各事業所管理者 

      受付電話番号：各事業所お問い合わせ番号 

     ◎受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分 

      苦情は、直接お電話・FAX・書面にて受け付けます。また、苦情受付ボックスを玄関に設置して 

     おります。 

・北海道国民健康保険連合会 ０１１－２３１－５１７５ 

・その他各市町村介護福祉窓口 

  （2）お申立て頂いた苦情に関しましては、苦情対応委員会を開催し、改善策を協議いたしまして、直接、 

または書面にてご回答させていただきます。 

 

８．事故発生時の対応 

 （1）当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置、医療機関への搬

送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顚末記録、再発防止対策に 

   努めその対応について協議します。 

 （2）当事業所は、重大事故等が発生した場合には、直ちに所定の「事故等発生状況報告書」の書式により、 

   関係者の状況、事故等の内容、対応等を記録し、監督官庁に報告をします。 

 （3）当事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かにすることとします。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りでは

ありません。 

９．サービス利用にあたっての留意事項 

  利用者が介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければなりません。 

  （1）健康状態に異常がある場合には、その旨を申し出てください。 

  （2）管理者及び従業者による安全管理上の指示には必ず従ってください。 

  （3）介護支援専門員とよく相談し、サービス利用目的を明確にした上で利用してください。 

（4）事業所内の設備及び備品等の利用に際しては管理者及び従業者の指示に従い十分に注意してください。 

（5）常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めた

ものは、持参するようにしてください。 

  （6）家族等、緊急時の連絡先を必ず申し出てください。 

（7）サービス利用開始時には、必ず介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の提示を行ってください。 

  （8）運営規定第１２条で定める毎年２回の避難及び救出その他必要な訓練に、可能な限り協力してくださ

い。 

 

１０．法定代理受領サービスに関する同意 

  当事業所が提供するサービスについて、介護保険法第４１条第６項または、第４２条の２第６項の規定及び 

第１１５条の４５の３第３項の規定、各市町村が定める基準に基づき請求いたします。 

 

１１．送迎に関する同意 

  （1）送迎は原則として、玄関先までのお迎え、お送りをいたします。身体的・環境的等の諸事情がある場合



は、ご契約者様、ご家族様とお話し合いを行い、提供できる範囲の送迎を致します。 

  （2）送迎時間につきましては、交通事情等で１０分以上到着が遅れる場合がございます。その際は、事業所

より電話連絡をいたします。 

  （3）ご契約者様の体調不良等を除き、準備ができていない場合、他のご利用者様にご迷惑をおかけしてしま

いますので、長時間待機することは出来ません。ご契約者様、ご家族様のご協力をお願いいたします。 

   （4）送迎中は、安全の為全席シートベルトの着用をお願いしております。 

  （5）送迎中は、やむを得ず急停止する場合がございます。ご理解・ご了承をお願いしております。 

 

１２．秘密保持の厳守 

  （1）従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。 

  （2）従業者であったものに、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者ではな

くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含めます。 

 

 

１３．個人情報取り扱いについての同意 

当事業所とその職員は、当事業所の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者様またがその家 

族様、もしくは連帯保証人様に関する個人情報の利用目的を以下の通りに定め、適切に取り扱います。 

また、正当な理由なく、第三者に漏らしません。ただし、例外として次の事項については法令上、介護 

関係事業所が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

１．利用期間 

介護サービス提供に必要な期間および契約期間に準じます。 

２．利用目的 

（１）介護保険における要介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）契約者に関わる介護計画(ケアプラン) または介護予防サービス計画書を立案し、円滑にサービスが提供

されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、保険者(自治体)、その他社会福祉団体

等の連絡調整のため 

（４）契約者が医療サービスの利用を希望している場合、および主治医等の意見を求める必要のある場合 

（５）契約者の利用する事業所内の会議のため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議のため 

（７）その他、サービス提供で必要な場合 

（８）上記各号に関わらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

３．使用条件 

（１４）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外には決して利用しない。 

（１５）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。 

（１６）コンピュータに入力する場合は、情報漏れのない対策を十分に施し、データ外部 

に漏れないように厳重に管理する。 

（１７）個人情報を使用する場合、契約者のプライバシーに慎重に配慮し、個人が特定で 

きる情報を公表しない。 

 

１４．提供するサービスの第三者評価実施状況 

   現在のところ、第三者評価は実施しておりません。 


